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中
国
研
究
集
刊 

称
号
（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月　

一
︱
一
九
頁

『
論
語
』
に
み
る
政
治
理
念
と
そ
の
実
現
の
方
法

︱
有
若
の
語
を
中
心
と
し
て
︱

大
形
　
徹

は
じ
め
に

『
論
語
』
学
而
篇
の
二
つ
目
の
話
、

有
子
曰
、「
其
為
人
也
孝
弟
、
而
好
犯
上
者
、
鮮
矣
；
不
好

犯
上
、
而
好
作
亂
者
、
未
之
有
也
。
君
子
務
本
、
本
立
而
道

生
。
孝
弟
也
者
、
其
為
仁
之
本
與
！
」

（
有
子
曰
く
、
其
の
人
と
な
り
や
孝
弟
に
し
て
、
上
を
犯
す

を
好
む
者
、
鮮す
く

な
し
。
上
を
犯
す
を
好
ま
ず
し
て
、
乱
を
作な

す
を
好
む
者
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
君
子
は
本
を
務

む
、
本
立
ち
て
道
生
ず
。
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
を
為
す

の
本
た
る
か
）。

（〈
拙
訳
〉
有
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
そ
の
人
と
な
り
が

孝
悌
で
あ
っ
て
、
上
を
犯
す
こ
と
を
好
む
者
は
す
く
な
い
。

上
を
犯
す
こ
と
を
好
ま
な
い
で
、
乱
を
お
こ
す
こ
と
を
好
む

者
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
。
君
子
は
本
を
務
め
る
も
の
で

あ
る
。
本
が
立
っ
て
道
が
生
ま
れ
る
。
孝
悌
と
い
う
の
は
、

仁
を
為
す
こ
と
の
本
で
あ
ろ
う
か
」
と
）。

は
、
こ
れ
ま
で
、
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

有
子
は
有
若
（
前
五
一
八
︱
四
五
八
）。
孔
子
の
晩
年
の
弟
子

で
あ
り
、
孔
子
（
前
五
五
一
︱
前
四
七
九
）
よ
り
も
三
十
三
歳
わ

か
い
（
注
1
）
。
孔
子
の
弟
子
の
中
で
は
、
目
立
っ
た
存
在
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
言
葉
が
、
孔
子
の
は
じ
め
た
教
団
の
そ
の
後
の
性

格
を
決
定
づ
け
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（ 1 ）



『
論
語
』
は
孔
子
お
よ
び
そ
の
弟
子
た
ち
の
言
行
録
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
孔
子
お
よ
び
弟
子
た
ち
の
率
直
な
言
葉
が
記
さ
れ
て

い
る
。
断
片
的
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
脈
絡

は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
記
述
と
は
言
い
難
い
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
構
成
や
編
成
に
い
く
つ
か
の
工
夫
が
凝
ら

さ
れ
、
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

孔
子
の
言
葉
に
は
、
政
治
に
対
す
る
理
念
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
論
語
』
全
体
で
は
三
十
一
の
話
の
中
に
「
政
」
と
い
う
語
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
斉
の
景
公
、
季
康
子
、
葉
公
な
ど

の
為
政
者
、
子
路
、
子
貢
な
ど
の
弟
子
が
「
政
を
問
う
」
て
い

る
。
孔
子
に
対
し
て
政
治
と
は
何
か
を
た
ず
ね
て
い
る
の
で
あ

る
。
仲
弓
は
季
氏
の
宰
、
子
夏
は
莒
父
宰
と
な
っ
て
か
ら
た
ず
ね

て
い
る
。
そ
し
て
孔
子
の
答
え
は
、
相
手
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
理
念
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
官
吏
と
し
て

取
り
立
て
ら
れ
、
そ
の
あ
と
実
際
に
政
治
を
担
当
し
て
い
く
役
職

に
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
憲
問
第
十
四
の
、

子
曰
く
、
其
の
位
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
政
を
謀
ら
ず
（
注
2
）
。

（〈
拙
訳
〉
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
位
に
つ
い
て
い
な

け
れ
ば
、
そ
の
政
を
謀
ら
な
い
）。

は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

孔
子
の
教
団
は
官
吏
や
政
治
家
と
な
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な

知
識
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
場
で
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も

た
ん
に
知
識
を
学
ぶ
だ
け
で
は
官
吏
と
な
る
こ
と
は
難
し
い
。
人

物
そ
の
も
の
も
問
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
人
物
こ
そ
、

政
治
の
場
に
必
要
で
あ
る
、
と
弟
子
を
売
り
込
む
こ
と
は
大
切
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
路
篇
の

子
曰
く
、
苟
し
く
も
其
の
身
を
正
さ
ば
、
政
に
従
う
に
於
い

て
何
を
か
有
ら
ん
。
其
の
身
を
正
す
能
わ
ざ
れ
ば
、
如い
か
ん何

ぞ

人
を
正
さ
ん
、
と
（
注
3
）
。

（〈
拙
訳
〉
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
い
や
し
く
も
、
み
ず

か
ら
の
身
を
律
し
て
い
れ
ば
、
政
治
を
行
う
に
あ
た
り
、
何

の
困
っ
た
こ
と
が
お
こ
ろ
う
か
。
み
ず
か
ら
の
身
を
律
す
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
、
人
の
身
を
律
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
」
と
）。

と
い
う
話
が
あ
る
。

　

自
ら
の
身
を
正
す
こ
と
が
、政
治
を
行
う
基
本
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
自
ら
の
正
し
さ
を
も
っ
て
、
人
の
身
を
正
す
の
だ

と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
一
点
の
妥
協
も
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
な

人
物
が
実
際
に
政
治
を
行
え
ば
、
そ
こ
に
お
こ
る
で
あ
ろ
う
、
も

（ 2 ）



ろ
も
ろ
の
衝
突
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

し
か
し
、
為
政
者
が
求
め
る
人
物
像
は
、
少
し
異
な
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
下
克
上
の
時
代
に
あ
っ
て
、
為
政
者
自
身
が

も
っ
と
も
恐
れ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
地
位
の
安
泰
を
脅
か
す
こ
と

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
地
位
の
安
泰
を
確
保
し
た
う
え
で
国

を
富
ま
せ
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
人
物
を
為
政
者
が
必
要
と
し
て
い
る
か
を

忖
度
す
る
こ
と
は
、
弟
子
を
就
職
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

有
若
の
い
う
、
そ
の
人
柄
が
「
孝
悌
」
で
あ
っ
て
「
上
を
犯
す

こ
と
を
好
ま
な
い
」
人
物
は
、
上
に
忠
で
あ
り
、
下
克
上
を
好
ま

な
い
、
ま
さ
に
君
主
を
安
心
さ
せ
る
人
物
と
い
え
る
。
有
若
は
、

君
主
の
求
め
る
人
物
像
を
推
察
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
作
り
出
そ

う
と
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
喧
伝
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え

る
。有

若
の
語
は
、『
論
語
』
冒
頭
の
学
而
篇
の
二
番
目
に
現
れ
る
。

学
而
篇
の
冒
頭
は
孔
子
の
語
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
二
番
目
と
い
う
の
は
、
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。『
論
語
』
で
は
、
二
番
目
は

よ
く
な
く
、
一
番
目
こ
そ
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
孔
子
が
『
論
語
』
の
一
番
目
の
話
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
あ

ま
り
に
も
、
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
二
番
目
と
い

う
の
は
、
実
質
上
、
弟
子
の
な
か
で
、
一
番
目
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
。

『
論
語
』
は
孔
子
の
言
行
録
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
は
弟
子
の
語
も
「
子
」
と
い
う
敬
称
を
つ
け
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
「
有
子
」
と
「
曾
子
（
前
五
○
五
︱
四
三
五
）」

の
み
で
あ
る
。

「
有
子
曰
」
は
三
箇
所
（
注
4
）
、
す
べ
て
学
而
篇
で
あ
る
。
う
し

ろ
の
二
つ
は
連
続
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

「
曾
子
曰
」
は
十
四
箇
所
（
注
5
）
、
そ
の
う
ち
二
箇
所
は
学
而
篇
、

五
箇
所
は
泰
伯
篇
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
三
つ
目
の
話
か
ら
連
続
し

て
五
つ
あ
ら
わ
れ
る
。
子
張
篇
に
も
三
箇
所
み
え
る
。

か
た
ま
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
弟
子
あ
る
い
は
学
派
が

編
纂
に
か
か
わ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

興
味
深
い
の
は
、
顔
淵
篇
の
有
若
で
あ
る
。

哀
公
、
有
若
に
問
い
て
曰
く
、
年
飢
え
、
用
足
ら
ず
、
之
れ

を
如
何
せ
ん
、
と
。
有
若
対
え
て
曰
く
、
盍
ぞ
徹
せ
ざ
る
か
。

曰
く
、
二
、
吾
れ
猶
、
足
ら
ず
。
之
れ
を
如
何
ぞ
其
れ
徹
せ

ん
や
、
と
。
対
え
て
曰
く
、
百
姓
足
ら
ば
、
君
孰な

ん
ぞ
足
ら

ざ
ら
ん
。
百
姓
足
ら
ざ
る
に
、
君
孰
ん
ぞ
足
ら
ん
、
と（
注
6
）
。

（〈
拙
訳
〉
哀
公
が
有
若
に
問
う
て
言
っ
た
。「
飢
饉
で
収
穫

が
な
く
、
用
に
足
り
な
い
。
い
か
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

（ 3 ）



う
」
と
。
有
若
が
、
こ
た
え
て
言
っ
た
。「
ど
う
し
て
徹
（
十

分
の
一
税
）
に
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
。（
哀
公
が
）

言
っ
た
。「（
税
金
を
）
二
倍
に
し
て
も
、
な
お
、
足
り
な
い
。

そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
、
徹
（
十
分
の
一
税
）
に
な
ど
で

き
よ
う
か
」
と
。（
有
若
は
）
こ
た
え
て
言
っ
た
。「
人
々
が

足
り
て
い
た
ら
、
君
主
が
、
ど
う
し
て
足
り
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
し
ょ
う
。
人
々
が
足
り
な
い
の
に
、
君
主
が
、
ど
う
し

て
、
足
り
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
。）

こ
こ
で
は
「
有
子
」
で
は
な
く
、「
有
若
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
で
、
こ
の
話
は
、
有
若
の
門
下
の
も
の
た
ち
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
こ
の
話
に

よ
っ
て
、
有
若
が
哀
公
（
生
没
、
？
︱
前
四
六
七
）（
在
位
、
前

四
九
四
︱
四
六
八
）
の
下
問
に
答
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
魯

の
政
治
の
中
で
、
か
な
り
重
要
な
地
位
を
し
め
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
（
注
7
）
。

一
方
、『
論
語
』
で
は
、
曾
参
に
は
哀
公
と
問
答
し
て
い
る
話

は
な
い
（
注
8
）
。
孔
子
の
弟
子
で
、
魯
公
と
話
を
し
て
い
る
の
は
、

宰
我
と
有
若
の
み
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
有
若
は
、『
論
語
』
編
纂
の
時
期
に
、
魯
公
と
の

関
連
が
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
じ
つ
は
、
そ
の
こ
と
は
『
論

語
』
全
体
の
方
向
を
決
定
す
る
た
め
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

冒
頭
に
あ
げ
た
有
若
の
語
の
裏
に
は
、
有
若
が
弟
子
た
ち
を
、

官
吏
や
大
臣
と
し
て
就
職
さ
せ
、
孔
子
の
儒
教
の
理
想
を
実
現
さ

せ
た
い
と
い
う
、
決
意
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

こ
れ
は
孔
子
の
教
を
学
ぶ
、
私
塾
の
長
と
し
て
当
然
の
発
言
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
標
榜
す
る
『
論
語
』
と
く
に
学

而
篇
は
、
そ
れ
を
君
主
に
読
ま
せ
、
弟
子
た
ち
の
就
職
を
す
す
め

る
た
め
に
著
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

有
若
の
こ
の
考
え
は
、『
荀
子
』
臣
道
、『
礼
記
』、『
孝
経
』
な

ど
に
受
け
継
が
れ
て
、
理
論
化
さ
れ
て
い
く
。

『
孝
経
（
注
9
）
』
の

子
曰
く
、
君
子
の
親
に
事
う
る
や
孝
、
故
に
忠
、
君
に
移
す

可
し
。
兄
に
事
え
て
悌
、
故
に
順
、
長
に
移
す
可
し
（
注
10
）
。

（〈
拙
訳
〉
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
君
子
は
親
に
事つ
か

え
て

孝
で
あ
る
、
故
に
そ
の
忠
の
気
持
ち
を
君
に
対
し
て
抱
く
こ

と
が
で
き
る
。
兄
に
事
え
て
悌
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
従
順

さ
は
、
目
上
の
人
に
う
つ
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
。）

が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
孝
」
と
い
う
儒
教
の
家
族
主
義
に
も
と
づ
く
道
徳
を
君
臣
の

関
係
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（ 4 ）



こ
れ
を
君
主
の
側
か
ら
臣
下
に
説
い
た
も
の
が
、
日
本
の
聖
徳

太
子
（
注
11
）
（
五
七
四
︱
六
二
二
）
の
十
七
条
憲
法
（
注
12
）
で
あ
る
。

十
七
条
憲
法
の
「
以
和
為
貴
」
は
、『
論
語
』
の
有
若
の
語
の

「
禮
之
用
和
為
貴
（
禮
は
之
れ
和
を
用も
つ

て
貴
と
為
す
）（
注
13
）
」
を
意

識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
「
忠
於
君
」、「
臣
道
」
な
ど

の
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
、
上
を
犯
す

「
述
べ
て
作
ら
ず
（
注
14
）
」
を
信
条
と
し
た
孔
子
に
は
著
作
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
言
行
が
録
さ
れ
、
書
物
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
孔
子
自
身
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
た
と
え
ば
酒
の
上
の
戯
れ
言
ま
で
も
が
、
事
細
か
く
録

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
真
摯
な
話
よ
り
も
、

な
か
ば
冗
談
を
含
ん
だ
辛
辣
な
言
葉
の
方
が
、
弟
子
た
ち
の
記
憶

に
残
り
や
す
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、『
論
語
』
の
主
人
公
は
孔
子
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
著
者
は
決
し
て
孔
子
自
身
で
は
な
い
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
。
孔
子
自
身
、
は
る
か
後
世
ま
で
伝
わ
る
と
は
思
い
も
よ
ら

な
か
っ
た
言
葉
が
多
々
、『
論
語
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
『
論
語
』
は
面
白
い
。
し
か
し
、
こ
の
書
を
も
っ

て
孔
子
教
団
の
教
科
書
、
あ
る
い
は
政
治
理
念
を
述
べ
た
書
物
と

す
る
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
も
危
険
す
ぎ
る
書
物
で
あ
る
。

君
主
に
対
す
る
態
度

憲
問
篇
の
孔
子
と
弟
子
の
子
路
と
の
や
り
と
り
に
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

子
路
問
事
君
。
子
曰
、
勿
欺
也
、
而
犯
之
。

（
子
路
、
君
に
事つ
か

え
ん
こ
と
を
問
う
。
子
曰
く
、
欺
む
く
勿な

か
れ
、
而
し
て
之
れ
を
犯
せ
、
と
）

（〈
拙
訳
〉
子
路
が
君
主
に
事つ
か

え
る
方
法
を
先
生
に
た
ず
ね

た
。
先
生
は
こ
た
え
た
。「（
君
主
を
）
欺
む
い
て
は
い
け
な

い
。
け
れ
ど
も
、（
君
主
を
）
犯
せ
」
と
。）

ポ
イ
ン
ト
は
「
犯
」
と
い
う
文
字
と
そ
の
意
味
で
あ
る
。

金
谷
治
訳
の
『
論
語
（
注
15
）
』
で
は
、
こ
の
部
分
を
「
犯
せ
」
と

読
ん
で
、「
さ
か
ら
っ
て
で
も
こ
れ
を
諫
め
よ
」
と
訳
し
て
い
る
。

加
地
伸
行
訳
の
『
論
語
（
注
16
）
』
で
は
、「
犯い
さ

め
よ
」
と
読
ん
で
い

る
。ど

ち
ら
も
「
諫
め
よ
」
の
意
味
で
捉
え
て
い
る
。

「
諫
」
と
訳
す
の
は
『
史
記
』
楽
毅
列
伝
に
、
紂
の
時
に
箕
子

が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
犯
諫
不
怠
（
犯
諫
し
て
怠
ら
ず
）

（ 5 ）



（〈
拙
訳
〉
犯
諫
し
て
怠
ら
な
か
っ
た
）」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
の

だ
ろ
う
（
注
17
）
。

日
本
語
訳
と
し
て
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も

原
文
は
、
あ
く
ま
で
も
「
犯
」
で
あ
る
。「
犯
」
と
い
う
文
字
の

も
つ
イ
ン
パ
ク
ト
は
、「
諫
」
よ
り
も
相
当
、
強
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
は
子
路
が
孔
子
に
君
主
へ
の
仕
え
方
を
た
ず
ね
た
箇
所
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
孔
子
は
「
欺
く
な
、
そ
し
て
君
主
を
犯
せ
」

と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
子
路
は
勇
猛
果
敢
な
性
格
で
あ
り
、
自
ら
も
そ
の
こ

と
を
意
識
し
て
い
る
。
孔
子
は
か
れ
の
そ
の
よ
う
な
性
格
を
十
分

に
わ
き
ま
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
君
主
に
対
し
て
欺
く
よ
う
な
こ

と
を
せ
ず
、
誠
実
に
対
応
し
た
あ
と
、「
犯
せ
」
と
述
べ
て
い
る
。

孔
子
の
説
い
た
君
主
へ
の
仕
え
方
が
「
欺
く
な
、
そ
し
て
君
主
を

犯
せ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

不
好
犯
上

「
上
を
犯
せ
」
と
述
べ
た
孔
子
の
語
を
半
ば
否
定
す
る
か
の
よ

う
に
、「
不
好
犯
上
」
を
主
張
し
た
孔
子
の
弟
子
が
い
る
。
有
若

で
あ
る
。
有
若
の
言
葉
は
『
論
語
』
学
而
篇
の
二
つ
目
の
話
に
あ

ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
拙
論
の
冒
頭
に
掲
げ
た
た
め
、
こ
こ
で
は

訓
読
の
み
あ
げ
る
。

有
子
曰
く
、
其
の
人
と
な
り
や
孝
弟
に
し
て
、
上
を
犯
す
を

好
む
者
、
鮮
な
し
。
上
を
犯
す
を
好
ま
ず
し
て
、
乱
を
作
す

を
好
む
者
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
君
子
は
本
を
務

む
、
本
立
ち
て
道
生
ず
。
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
を
為
す

の
本
た
る
か
。

学
而
の
冒
頭
の
文
は
、

子
曰
、
學
而
時
習
之
、
不
亦
說
乎
。
有
朋
自
遠
方
來
、
不
亦

樂
乎
。
人
不
知
而
不
慍
、
不
亦
君
子
乎
。

（
子
曰
く
、
学
び
て
時
に
之
れ
を
習
う
、
亦
た
說
ば
し
か
ら

ず
や
。
有と

朋も

遠
き
自
り
方な
ら

び
来
た
る
、
亦
た
楽
し
か
ら
ず

や
。
人
知
ら
ず
し
て
慍い
か

ら
ず
、
亦
た
君
子
な
ら
ず
や
（
注
18
）
。）

（〈
拙
訳
〉
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
学
ん
で
は
時
々
、
復

習
す
る
、
ま
た
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
朋
友
が

遠
く
か
ら
、
な
ら
ん
で
や
っ
て
く
る
。
ま
た
楽
し
い
こ
と
で

は
な
い
か
。
学
生
が
も
の
を
知
ら
な
く
て
も
怒
ら
な
い
。
ま

た
君
子
で
は
な
い
か
」
と
。

で
あ
る
。

「
子
曰
」
は
、
孔
子
の
語
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
孔
子

の
言
行
録
に
孔
子
の
言
葉
が
載
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

（ 6 ）



る
。
し
か
し
、そ
れ
で
は
な
ぜ
孔
子
以
外
の
人
物
の
言
葉
が
「
子
」

と
い
う
敬
称
を
つ
け
て
記
さ
れ
、
書
物
の
二
番
目
に
記
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
有
子
や
曾
子
を
「
子
」
と
呼
ん
で
い
た
人
た
ち
、
つ
ま

り
は
有
若
や
曾
参
の
弟
子
た
ち
が
、『
論
語
』
学
而
篇
を
編
纂
し

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
注
19
）
。
曾
参
も
ま
た
「
曾
子
」
と
「
子
」

を
つ
け
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
両
方
の
弟
子
た
ち
が
関

わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
有
若
の
弟
子
た
ち
が
師
の
語
を

引
き
立
た
せ
る
た
め
に
『
論
語
』
全
体
の
二
番
目
に
有
先
生
の
語

を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

孔
子
よ
り
三
十
三
歳
も
若
い
と
さ
れ
た
有
若
は
（
注
20
）
孔
子
が
な

く
な
る
と
き
は
、
ま
だ
四
十
歳
を
少
し
こ
し
た
ば
か
り
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
容
貌
が
孔
子
に
似
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
担
ぎ

出
さ
れ
た
と
い
う
話
も
あ
る
（
注
21
）
。
そ
の
こ
と
が
本
当
な
ら
ば
、

有
若
は
実
力
も
な
い
の
に
上
に
立
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
有
若
が
、『
論
語
』
を
編
纂
す
る
こ
の
頃
に
は
、「
子
」
と
い

う
尊
称
を
つ
け
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
孔
子
の
後

継
者
た
ち
の
中
で
の
彼
の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
哀
公
と

問
答
を
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
地
位
を
高
く
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
い
つ
頃
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
孔
子
と
年
の
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
初
期
の
弟
子
た
ち
は
、
も

う
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

有
若
は
「
子
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
弟
子
た
ち
が
『
論
語
』
学
而
篇

の
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

有
若
の
言
葉
を
録
す
こ
の
章
に
は
、
一
見
し
て
上
に
諂
い
、
君

主
に
す
り
寄
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
ま
た
孝
悌
と
仁
を
む
り
や
り

結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
た
め
読
ん
だ
印
象
は
あ

ま
り
よ
く
な
い
。
ま
た
論
旨
が
わ
か
り
に
く
い
た
め
、「
有
若
は

孔
子
の
弟
子
の
中
で
も
あ
ま
り
頭
の
よ
く
な
い
男
（
注
22
）
」
の
よ
う

に
み
ら
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
章
は
、『
論
語
』
全
体
の
中
で
は
、
き
わ
め

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
孔
子
の
教
団
の
弟

子
の
養
成
は
、
決
し
て
教
祖
の
孔
子
の
説
く
よ
う
な
「
君
主
を
犯

し
て
ま
で
も
諫
言
す
る
こ
と
を
潔
し
と
し
て
肯
定
す
る
」
よ
う
な

危
険
な
集
団
で
は
な
い
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
章
の
読
者
と
し
て
ま
ず
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
身
分
の

低
い
者
た
ち
で
は
な
い
。
君
主
を
は
じ
め
と
す
る
高
い
地
位
に
つ

い
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
者
た
ち
に
、
孔
子
教
団

は
、
自
ら
の
私
塾
で
教
育
し
た
順
従
で
有
能
な
若
者
を
薦
め
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
視
線
の
先
に
あ
る
の
は
、
弟
子
た
ち
を
雇
っ
て

く
れ
る
君
主
で
あ
る
（
注
23
）
。

「
上
を
犯
す
を
好
ま
ず
」
と
い
う
、
有
若
の
こ
の
章
に
は
、
孔

子
の
「
上
を
犯
せ
」
を
和
ら
げ
る
効
果
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ

（ 7 ）



の
章
を
『
論
語
』
の
二
つ
目
に
お
く
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
儒
教
を
学
ぶ
学
生
が
、「
上
を
犯
す
を
好
ま
ず
」、「
孝
弟
」

で
あ
っ
て
「
仁
」
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
つ
け
る
の
に

役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
く
つ
か
に
分
か
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
孔
子
の
後
継
者
た
ち
を
半
ば
代
表
す
る
か
の
よ

う
に
、『
論
語
』
の
二
番
目
に
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

二
、『
論
語
』
に
み
る
君
臣
と
忠

『
論
語
』
八
佾
に
、

定
公
問
、
君
使
臣
、
臣
事
君
、
如
之
何
。
孔
子
對
曰
、
君
使

臣
以
禮
、
臣
事
君
以
忠
。

（
定
公
問
う
、
君
、
臣
を
使
い
、
臣
、
君
に
事
う
る
は
、
之

れ
を
如
何
、
と
。
孔
子
対
え
て
曰
く
、
君
、
臣
を
使
う
に
礼

を
以
て
し
、
臣
、
君
に
事
う
る
に
忠
を
以
て
す
、
と
）。

（〈
拙
訳
〉
定
公
が
尋
ね
た
。「
君
主
が
臣
下
を
使
い
、
臣
下

が
君
主
に
仕
え
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
と
。
孔
子

が
こ
た
え
て
い
っ
た
。「
君
主
が
臣
下
を
使
う
の
に
礼
を
も

ち
い
、
臣
下
が
君
主
に
仕
え
る
の
に
忠
を
も
ち
い
る
」
と
。）

と
み
え
る
。

『
論
語
』
に
は
君
臣
関
係
に
言
及
し
た
も
の
は
他
に
も
あ
る
。

ま
た
「
忠
」
の
文
字
も
多
く
み
え
る
が
、「
ま
ご
こ
ろ
」
と
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
も
「
ま
ご
こ
ろ
」
の
意
味
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
君
臣
の
関
係
で
「
忠
」
の
文
字
が
み
え
る
の

は
、
こ
こ
の
み
で
あ
り
、
の
ち
の
「
忠
君
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く

と
思
わ
れ
る
。

三
、『
荀
子
』
の
忠

有
若
は
思
想
家
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
残
さ
れ
て
い
る
言

葉
が
少
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
荀
卿
（
前
三
一
三
？
︱ 

前
二

三
八
？
）
の
『
荀
子
』
に
は
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
。
こ
の
中

に
君
道
篇
と
臣
道
篇
が
あ
る
。
君
道
と
臣
道
は
補
完
的
な
篇
で
、

二
つ
あ
わ
せ
て
一
つ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
篇
が
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
、『
荀
子
』
が
君
臣
の
関
係
を
重
視
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
ほ
ん
の
一
部
分
の
み
紹
介
し
た

い
。君

道
で
は
、

上
不
忠
乎
君

（
上
は
君
に
忠
な
ら
ず
）

（ 8 ）



（〈
拙
訳
〉
上
は
君
に
忠
で
は
な
く
）

上
忠
乎
君

（
上
は
君
に
忠
）

（〈
拙
訳
〉
上
は
君
に
忠
で
あ
り
）

臣
道
で
は
、

有
大
忠
者
、
有
次
忠
者
、
有
下
忠
者
、
有
國
賊
者

（
大
忠
な
る
者
有
り
、
次
忠
な
る
者
有
り
、
下
忠
な
る
者
有

り
、
国
賊
な
る
者
有
り
）

（〈
拙
訳
〉
大
忠
な
る
も
の
が
あ
る
、
次
忠
な
る
も
の
が
あ

る
、
下
忠
な
る
も
の
が
あ
る
、
国
賊
な
る
も
の
が
あ
る
）

『
荀
子
』
で
は
他
に
も
礼
論
に
「
夫
忠
臣
孝
子
」（
夫か

の
忠
臣
孝

子
）
と
い
っ
た
記
述
が
み
え
る
。
そ
れ
ら
は
君
臣
と
い
う
関
係
を

絶
対
に
動
か
せ
な
い
基
準
と
し
て
容
認
し
、 

そ
れ
を
孝
子
と
い
う

父
子
の
関
係
と
並
列
に
お
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
本
来
、
父
子
関
係
こ
そ
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
君
臣
関
係
と
組
み
合
わ
せ
て
、
君
臣
関
係
を
先

に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
臣
関
係
も
ま
た
動
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
せ
か
け
た
の
で
あ
る
。

四
、
孝
弟
也
者
、
其
為
仁
之
本
與

有
若
の
語
で
あ
る
「
孝
弟
也
者
、
其
為
仁
之
本
與
」
で
は
、

「
孝
弟
」
と
「
仁
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
す
で
に
『
論
語
』
学
而
の
孔
子
の
語
の
な
か
に
、

子
曰
、
弟
子
、
入
則
孝
、
出
則
弟
、
謹
而
信
、
凡
愛
眾
、
而

親
仁
。

（
子
曰
く
、
弟
子
、
入
り
て
は
則
ち
孝
、
出
で
て
は
則
ち
弟
、

謹
し
み
て
信
あ
り
、
凡
く
衆
を
愛
し
て
、
仁
に
親
し
む
、

と
）。

（〈
拙
訳
〉
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
弟
子
は
（
家
に
）

入
っ
て
は
孝
、（
外
に
）
出
て
は
悌
、
謹
し
み
ぶ
か
く
て
信

頼
で
き
る
。
ひ
ろ
く
衆
人
を
愛
し
て
、
仁
に
親
し
む
」
と
）。

と
み
え
る
。

孔
子
の
語
で
は
弟
子
の
行
う
べ
き
こ
と
と
し
て
「
孝
」
と
「
弟
」

が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
仁
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
有
子
の
語
は
、
そ
れ
を
敷
衍
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
孝
に
つ
い
て
は
『
孝
経
』
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
曾
子
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
有
若
も
ま
た
孝
に
つ
い
て
は
深
い
関
心

（ 9 ）



を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、『
孝
経
』
の
忠

『
孝
経
』
に
「
孝
」
が
現
れ
る
の
は
当
然
だ
が
、「
孝
」
と
「
忠
」

が
あ
わ
さ
っ
て
現
れ
る
場
合
が
あ
る
。

さ
き
に
と
り
あ
げ
た
『
孝
経
』
第
十
四
章
、
廣
揚
名
に
は
、

子
曰
、
君
子
之
事
親
孝
、
故
忠
可
移
於
君
。
事
兄
悌
、
故
順

可
移
於
長
。
…

と
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
『
論
語
』
学
而
に
み
え
た
有
若
の
語
で
あ
る
「
孝

悌
」
が
、「
孝
」
と
「
悌
」
の
二
つ
に
分
け
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、

明
ら
か
に
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て

「
孝
悌
」
と
い
う
本
来
、
血
縁
関
係
の
中
だ
け
で
通
用
す
る
道
徳

が
、
君
主
を
中
心
と
す
る
政
治
の
秩
序
の
中
で
も
使
わ
れ
る
べ
き

だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
に
仕
え
る
「
孝
」
が
君
主
に
対

す
る
「
忠
」
に
な
り
、兄
に
仕
え
る
「
悌
」
が
長
に
対
す
る
「
順
」

に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
孝
経
』
第
十
七
章
、
事
君
に
も
「
忠
」
と
「
上
下
」
の
関
係

が
説
か
れ
て
い
る
。

子
曰
く
、
君
子
の
上
に
事
う
る
や
、
進
み
て
は
忠
を
尽
く
さ

ん
こ
と
を
思
い
、
退
き
て
は
過
を
補
わ
ん
こ
と
を
思
い
、
其

の
美
に
将し
た
が順

い
、
其
の
悪
を
匡た

救だ

す
（
注
24
）
、
故
に
上
下
能
く

相
い
親
し
む
な
り
（
注
25
）
。

（〈
拙
訳
〉
君
子
が
上
に
つ
か
え
る
に
は
、
進
ん
で
は
、
忠
を

つ
く
そ
う
と
思
い
、
退
い
て
は
過あ
や
ま
ち
を
補
お
う
と
思
い
、

上
の
者
の
美
に
し
た
が
い
、
上
の
者
の
悪
を
た
だ
そ
う
と
す

る
（
注
26
）
、
そ
こ
で
上
下
は
あ
い
親
し
む
の
で
あ
る
）。

「
事
君
」
と
は
「
君
に
事
え
る
」、
つ
ま
り
、
君
主
に
仕
え
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
は
『
孝
経
』
と
い
う
「
孝
」
の
こ
と
を
説
く
書

物
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
孝
」
の
語
は
あ
ら
わ
れ
ず
、「
忠
」

と
「
上
下
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
る
。
君
子
が
「
上
」
に
仕
え

る
心
構
え
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
見
れ
ば
、『
孝
経
』
と
い
う
書

物
が
本
当
に
説
き
た
い
の
は
、
じ
つ
は
「
孝
」
で
は
な
く
「
忠
」

な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

六
、『
礼
記
』
の
忠

『
礼
記
』
祭
義
に
み
え
る
「
忠
」
も
「
孝
」
と
関
係
が
あ
る
。

曾
子
曰
く
、
身
な
る
者
は
、
父
母
の
遺
し
し
体
な
り
。
父
母
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の
遺
し
し
体
を
行
う
に
、
敢
え
て
敬つ
つ

し
ま
ざ
る
か
。
居
処
荘

な
ら
ざ
る
は
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
君
に
事
え
て
忠
な
ら
ざ

れ
ば
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
官
に
蒞
み
て
敬
し
ま
ざ
る
は
、

孝
に
非
ざ
る
な
り
。
朋
友
信
な
ら
ざ
る
は
、
孝
に
非
ざ
る
な

り
。
戰
陳じ
ん

勇
無
き
は
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
五
者
、
遂
げ
ざ

れ
ば
、
災
、
親
に
及
ぶ
、
敢
え
て
敬
し
ま
ざ
る
か
、
と
（
注
27
）
。

（〈
拙
訳
〉
曾
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
身
と
い
う
も
の
は
、

父
母
の
遺
し
た
体
で
あ
る
。
父
母
の
遺
し
た
体
を
行
う
の

に
、
あ
え
て
敬つ
つ

し
ま
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
。
居
処
が
荘
重

で
な
い
の
は
、
孝
で
は
な
い
。
君
に
事
え
て
忠
で
な
い
の

は
、
孝
で
は
な
い
。
官
に
蒞
ん
で
敬
し
ま
な
い
の
は
、
孝
で

は
な
い
。
朋
友
が
信
で
な
い
の
は
、
孝
で
は
な
い
。
戰
陣
で

勇
で
無
い
の
は
、
孝
で
は
な
い
。
五
つ
の
も
の
を
遂
行
で
き

な
け
れ
ば
、
災
は
親
に
及
ぶ
、
あ
え
て
敬
し
ま
な
い
で
い
ら

れ
よ
う
か
、
と
）。

こ
こ
で
は
「
有
若
曰
」
で
は
な
く
、「
曾
子
曰
」
で
あ
る
。
曾

子
（
曾
参
）
は
親
孝
行
で
有
名
な
人
物
で
あ
り
、
曾
参
を
め
ぐ
る

説
話
も
親
孝
行
の
話
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
（
注
28
）
。

こ
こ
で
曾
参
は
、
親
の
遺の
こ

し
た
体
を
大
切
に
す
る
と
い
う
孝
の

話
か
ら
説
き
起
こ
す
。
し
か
し
、
そ
の
論
理
が
い
つ
の
ま
に
か
、

「
君
に
つ
か
え
て
忠
で
な
け
れ
ば
孝
で
は
な
い
」
と
い
う
話
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
は
飛
躍
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
順
序
だ
て
て
論
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

け
れ
ど
も
、「
君
に
つ
か
え
て
忠
で
な
け
れ
ば
孝
で
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
を
導
き
だ
す
た
め
の
文
章
だ
と

考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。『
礼
記
』
祭
義
に
み
え
る
「
忠
」
も
ま

た
「
孝
」
と
関
連
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
孝
」
は
親
子
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
ま
れ
た

と
き
か
ら
決
ま
っ
て
お
り
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
忠
」
は
君
主
と
臣
下
の
関
係
で
あ
り
、
相
対
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
な
の
に
「
忠
で
な
け
れ
ば
孝
で
は
な
い
」
と
い
う
の

は
矛
盾
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
孝
」
は
親
子
と
い
う
上
下
関

係
、「
忠
」
も
ま
た
君
臣
と
い
う
上
下
関
係
で
あ
る
こ
と
を
利
用

し
て
、
家
族
の
関
係
を
国
家
の
統
治
に
組
み
入
れ
、
合
理
化
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。

七
、「
和
」
の
日
本
へ
の
影
響

こ
こ
で
話
を
日
本
に
転
ず
る
。
有
若
の
言
葉
、
と
く
に
「
和
」

は
十
七
条
憲
法
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
和
」

は
、
孔
子
以
後
の
儒
教
の
中
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を

も
っ
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
し
か
し
聖
徳
太
子
（
注
29
）
の
「
十
七
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条
憲
法
」
の
中
で
は
、
冒
頭
の
句
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
日
本

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
日
本
」
と
い
う
国

号
と
並
列
し
て
使
わ
れ
た
「
倭
」「
大
倭
」
に
も
と
づ
く
「
大
和
」、

日
本
一
般
を
さ
す
「
和
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
は
、
聖
徳
太
子

の
日
本
国
憲
法
の
「
和
」
の
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
。

十
七
条
憲
法
の
第
一
条
の
和

第
一
条 

原
文

　

一
曰
。
以
和
為
貴
。
無
忤
為
宗
。
人
皆
有
黨
。
亦
少
達

者
。
是
以
或
不
順
君
父
。
乍
違
于
隣
里
。
然
上
和
下
睦
。
諧

於
論
事
。
則
事
理
自
通
。
何
事
不
成
。

（
一
に
曰い

わ
く
、
和
や
わ
ら
ぎを

以も
つ

て
貴と
う
とし

と
し
、
忤さ
か
らう

こ
と
無
き
を

宗む
ね

と
せ
よ
。
人
み
な
党
あ
り
、
ま
た
達さ
と

れ
る
者
少
な
し
。
是こ
こ

を
以も
つ

て
、
あ
る
い
は
君く
ん

父ぷ

に
順し
た
がわ
ず
、
ま
た
隣り
ん

里り

に
違た
が

う
。

し
か
れ
ど
も
、
上か
み

和や
わ
らぎ

下し
も

睦む
つ

び
て
、
事
を
論
あ
げ
つ
らう

に
諧か
な

う
と

き
は
、
す
な
わ
ち
事
理
お
の
ず
か
ら
通
ず
。
何
事
か
成
ら
ざ

ら
ん
（
注
30
）
。

（〈
拙
訳
〉
一
に
い
う
。
和
や
わ
ら
ぎを

貴
い
も
の
と
し
、
逆
ら
う
こ

と
が
な
い
こ
と
を
旨む
ね

と
せ
よ
。
人
に
は
み
な
徒
党
が
あ
り
、

ま
た
事
理
に
到
達
し
た
人
は
少
な
い
。
そ
こ
で
君
主
や
父
親

に
順し
た
がわ

ず
、
あ
る
い
は
隣
里
の
人
た
ち
と
も
う
ま
く
い
か
な

い
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
上
の
者
が
和
ら
い
で
接
し
、
下

の
者
が
睦
み
あ
っ
て
、
事
を
論
じ
る
時
に
和
諧
の
気
持
ち
を

も
っ
て
す
れ
ば
、
事
理
は
自
然
と
通
じ
、
何
事
も
う
ま
く
い

か
な
い
も
の
は
な
い
の
だ
）。

こ
の
文
は
『
日
本
書
紀
（
注
31
）
』
推
古
天
皇
十
二
年
の
と
こ
ろ
に

引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
の
す
ぐ
前
に
冠
位
十
二
階
の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
位
階
を
大
徳
・
小
徳
・
大
仁
・
小

仁
・
大
礼
・
小
礼
・
大
信
・
小
信
・
大
義
・
小
義
・
大
智
・
小
智

の
十
二
階
（
注
32
）
の
儒
教
的
徳
目
に
よ
り
、
十
二
に
分
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
豪
族
が
政
治
を
世
襲
的
に
支
配
し
て
い
た

も
の
を
、
ま
っ
た
く
別
の
原
理
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
慣
例
化
し
て
い
た
支
配
体
制
の
流
れ
を
断
ち
切
る
こ
と
を

め
ざ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
章
自
体
は
『
論
語
』
学
而
篇
の
有
子
の
語
、

「
禮
之
用
和
為
貴
」

礼
は
之
れ
和
を
用も
つ

て
貴
し
と
為
す
。

（〈
拙
訳
〉
礼
は
和
を
貴
し
と
す
る
）

を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
文
は
、
朱
子
は
、
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禮
の
用
は
、
和
を
貴
し
と
為
す
。

（〈
拙
訳
〉
礼
の
用
は
和
を
貴
し
と
す
る
）

と
読
ん
で
い
る
。

朱
子
は
「
用
」
は
「
以
」
の
意
味
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
体
用

の
「
用
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

十
七
条
憲
法
の
解
釈
は
朱
子
よ
り
も
六
百
年
ほ
ど
も
古
い
。
そ

の
た
め
、『
論
語
』
の
注
釈
書
と
し
て
み
て
も
興
味
ぶ
か
い
。
十

七
条
憲
法
で
は
「
用
」
を
「
以
」
に
置
き
換
え
て
読
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
『
礼
記
』
儒
行
に
、

禮
之
以
和
為
貴
（
注
33
）

　

禮
は
之
れ
和
を
以
て
貴
し
と
為
す

　
（〈
拙
訳
〉
礼
は
和
を
貴
し
と
す
る
）

と
、「
用
」
が
「
以
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
わ
る

か
も
し
れ
な
い
。

『
孔
子
家
語
』
儒
行
解
は
、
篇
名
か
ら
み
て
も
『
礼
記
』
の
影

響
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
部
分
は
「
禮
必
以
和
」（
禮
は

必
ず
和
を
以
て
す
）（〈
拙
訳
〉
礼
は
必
ず
和
を
も
っ
て
す
る
）
と

文
字
と
し
て
は
「
用
」
を
「
以
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。

細
か
な
解
釈
は
と
も
か
く
、
こ
こ
の
文
脈
も
ま
た
有
若
の
言
葉

の
影
響
下
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
の
十
七
条
憲
法
は
、
冒
頭

の
部
分
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
体
と
し
て
も
有
若
の
考
え
方
に

沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
儒
教
に
よ
る
支
配
原
理
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
、
模

範
と
し
て
い
た
中
国
の
理
想
的
な
原
理
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
豪

族
が
そ
れ
に
抗
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

聖
徳
太
子
は
仏
教
の
熱
烈
な
信
奉
者
で
あ
っ
た
た
め
、
十
七
条

憲
法
で
も
仏
教
の
こ
と
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
に
言
及
す
る
の
は
第
二
条

の
「
二
曰
、
篤
敬
三
寳
、
三
寳
者
仏
法
僧
也
（
二
に
曰
く
、
篤
く

三
寳
を
敬
え
、
三
寳
と
は
仏
法
僧
な
り
）」
の
部
分
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
君
臣
お
よ
び
上
下
関
係
を
意
識
し
た
語
が
多
い
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
の
部
分
の
み
を
取
り
出
し
て
簡
単
に
表
に
し
て
み

た
。十

七
条
憲
法
の
う
ち
、
じ
つ
に
十
の
条
文
の
中
に
、
君
臣
と
い

う
上
下
関
係
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
い
、
と
い
う
意
志
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

先
に
み
た
条
文
に
含
ま
れ
て
い
る
身
分
、
上
下
関
係
を
示
す

キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
て
み
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

天
、
地
、
上
、
下
、
位
次
、
礼
（
四
）
国
家
、
王
、
君
父
、
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君
（
二
）、
忠
於
君
、
主
（
二
）、
群
卿
百
寮
（
二
）、
群
卿
、

群
臣
百
寮
、
群
臣
（
三
）、
臣
、
臣
道
、
王
臣

君
、
臣
に
関
わ
る
語
が
か
な
り
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て

こ
の
文
脈
の
中
で
は
「
礼
」
も
ま
た
上
下
関
係
を
示
す
語
だ
と
い

う
事
に
気
づ
く
。

『
礼
記
』
祭
統
に

明
尊
卑
之
等

尊
卑
の
等
を
明
ら
か
に
す

（〈
拙
訳
〉
尊
卑
の
差
等
を
明
ら
か
に
す
る
）

と
い
う
語
が
あ
る
。

こ
れ
は
「
礼
」
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
差
等
を
含
ん
だ
も
の

で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
父
に
対
す
る
礼
と
叔
父
に

対
す
る
礼
、
他
人
に
対
す
る
礼
は
差
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
。
差

等
を
つ
け
る
こ
と
こ
そ
か
が
、「
礼
」
な
の
で
あ
る
。

冠
位
十
二
階
と
十
七
条
憲
法
は
当
時
の
豪
族
に
よ
る
政
治
を
脱

却
し
た
い
と
い
う
太
子
の
気
持
ち
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
そ

れ
ま
で
の
権
力
構
造
、
身
分
制
社
会
を
根
柢
か
ら
ひ
っ
く
り
返
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
全
く
新
し
い
身
分
制
度
を
作

り
出
し
、
目
に
み
え
る
わ
か
り
や
す
い
形
で
差
等
を
つ
け
、
そ
の

条

君
、
臣
お
よ
び
そ
れ
に
関
わ
る
語

備
考

第
一
条

一
曰
…
是
以
或
不
順
君
父
…
然
上
和

下
睦
…
。

第
三
条

三
曰
…
君
則
天
之
。
臣
則
地
之
…
君

言
臣
承
。
上
行
下
靡
…
。

第
四
条

四
曰
…
群
卿
百
寮
、
以
礼
為
本
。
其

治
民
之
本
、
要
在
乎
礼
。
上
不
礼
而

下
非
齊
。
下
無
礼
以
必
有
罪
。
是
以

群
臣
有
礼
、
位
次
不
乱
、
百
姓
有

礼
、
国
家
自
治
。

第
五
条

五
曰
…
臣
道
亦
於
焉
闕
…

第
六
条

六
曰
…
其
如
此
人
皆
无
忠
於
君
、
无

仁
於
民
、
是
大
乱
之
本
也
…

第
八
条

八
曰
…
群
卿
百
寮
…

第
九
条

九
曰
…
群
臣
共
信
、
何
事
不
成
。
群

臣
无
信
、
万
事
悉
敗
。

第
十
一
条
十
一
曰
…
執
事
群
卿
…

第
十
二
条
十
二
曰
…
国
非
二
君
。
民
無
兩
主
。

率
土
兆
民
。
以
王
為
主
。
所
任
官

司
。
皆
是
王
臣
。

率
土
は
『
詩
経
』

の
語
。

第
十
四
条
十
四
曰
…
群
臣
百
寮
無
有
嫉
妬
…
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順
位
こ
そ
が
す
べ
て
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
枠
組
み
の
中

の
権
力
は
、
そ
こ
で
は
一
切
の
力
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

冠
位
十
二
階
と
い
う
新
し
い
枠
組
み
は
で
き
あ
が
っ
た
。
け
れ

ど
も
個
々
の
臣
下
た
ち
の
心
構
え
を
教
育
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
枠

組
み
そ
の
も
の
を
再
び
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ

た
。
そ
の
心
構
え
の
教
育
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
「
礼
」
を
尊

ぶ
十
七
条
憲
法
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
君
臣
関
係
と

い
う
上
下
の
関
係
を
儒
教
的
枠
組
み
の
中
で
固
定
さ
せ
、
そ
れ
が

い
か
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

君
臣
関
係
は
親
子
の
関
係
の
よ
う
に
絶
対
的
な
も
の
で
は
な

い
。
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
歴
史
を
繙
け
ば
、
す
ぐ
に

わ
か
る
よ
う
に
皇
帝
を
は
じ
め
と
す
る
君
主
の
地
位
は
、
い
と
も

簡
単
に
覆
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
関
係
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
言
葉
が
、
十
七
条
憲
法
第

二
章
の
「
君
父
」
で
あ
ろ
う
。
血
縁
的
紐
帯
で
あ
る
「
父
」
と
子

の
関
係
を
、
後
天
的
に
作
ら
れ
た
関
係
で
あ
る
「
君
」
と
臣
の
関

係
に
擬
似
的
に
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
が
「
君
父
」
で
あ
る
。
そ
の

「
父
」
と
「
子
」
と
い
う
上
下
関
係
を
横
滑
り
さ
せ
、「
君
臣
」
と

い
う
上
下
の
関
係
と
同
じ
だ
と
説
い
た
の
が
『
孝
経
』
で
あ
る
。

こ
の
『
孝
経
』
に
つ
い
て
は
さ
き
に
考
察
し
た
。

お
わ
り
に

有
若
の
場
合
は
弟
子
を
就
職
さ
せ
る
立
場
か
ら
の
君
臣
関
係
の

肯
定
で
あ
っ
た
。
十
七
条
憲
法
の
場
合
は
、
為
政
者
の
立
場
か
ら

の
君
臣
関
係
の
肯
定
で
あ
る
。
立
場
は
百
八
十
度
異
な
る
も
の

の
、
そ
の
内
容
は
全
く
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
儒
教
を
教
え
る
こ
と
が
政
治
的
に
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
の
根
本
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

孔
子
は
「
政
」
の
こ
と
を
常
に
説
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は

『
論
語
』
の
中
に
数
多
く
み
え
る
。
為
政
者
も
弟
子
た
ち
も
孔
子

に
「
政
」
と
は
何
か
を
た
ず
ね
て
い
る
。
孔
子
は
、
す
ば
ら
し
い

言
葉
を
多
く
残
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
も
み
た
「（
君

主
）
を
犯
せ
」
の
よ
う
に
、
為
政
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
不
安
に
な

る
よ
う
な
過
激
な
言
葉
を
も
発
し
て
い
る
。
そ
の
過
激
な
言
葉
を

中
和
さ
せ
、
弟
子
た
ち
の
就
職
を
有
利
に
さ
せ
た
い
と
い
う
言
葉

が
、
有
若
の
「
其
為
人
也
孝
弟
、
而
好
犯
上
者
、
鮮
矣
。
不
好
犯

上
、
而
好
作
亂
者
、
未
之
有
也
。
君
子
務
本
、
本
立
而
道
生
。
孝

弟
也
者
、
其
為
仁
之
本
與
」
で
あ
っ
た
。
有
若
の
言
葉
の
中
に

は
、「
君
臣
」、「
忠
孝
」
と
い
う
語
は
ま
だ
み
え
な
い
。
け
れ
ど

も
儒
教
は
「
孝
悌
」
を
梃
子
に
し
て
「
君
臣
」
関
係
へ
と
す
す

め
、「
忠
孝
」
と
い
う
理
論
を
整
備
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
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れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
就
職
し
て
官
吏
や
宰
相
に
な
ら
な
け
れ

ば
、
理
想
の
「
政
」
を
実
現
で
き
な
い
と
い
う
儒
教
の
現
実
認
識

が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
中
国
で
は
長
い

間
、
儒
教
が
封
建
社
会
の
政
治
原
理
と
し
て
機
能
し
、
一
定
の
役

割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
日
本
に
お
い
て
も
同
様
に
有
効
で
あ
っ
た
。
日

本
で
は
支
配
者
の
側
か
ら
む
し
ろ
積
極
的
に
儒
教
を
導
入
し
た
。

そ
れ
は
中
国
で
の
実
績
を
理
解
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
聖

徳
太
子
以
降
で
は
、
江
戸
幕
府
（
一
六
〇
三
︱
一
八
六
七
）
が
林

羅
山
（
一
五
八
三
︱
一
六
五
七
）
を
登
用
し
て
積
極
的
に
儒
教
を

採
用
し
た
。
こ
の
と
き
の
儒
学
は
朱
子
学
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の

政
治
お
よ
び
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
日
本
人
の
知
識
水
準

を
高
く
引
き
上
げ
る
事
に
貢
献
し
て
い
る
。

※ 

本
稿
は
、
拙
稿
「《
論
語
》
的
政
治
理
念
及
其
実
現
方
法
」
楊

冰
訳
、『
国
際
儒
学
論
壇
・
二
〇
一
三　

儒
家
思
想
与
理
想
之

治　

論
文
集
（
下
）』
中
国
人
民
大
学
、
一
〇
八
︱
一
一
六
頁
、

二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
九
日
に
香
山
飯
店
に
て
口
頭
発
表
、

の
日
本
語
原
文
に
も
と
づ
く
。
発
表
の
際
、
岸
田
知
子
氏
ほ
か

よ
り
、
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
、

大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
。

注

（
１
） 

張
岱
年
主
編
『
孔
子
百
科
辞
典
』
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年

二
七
六
頁
、
有
若
を
参
照
。
錢
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』、
錢
賓
四
先
生
全

集
刊
行
委
員
会
、聨
經
出
版
事
業
公
司
、一
九
九
八
年
、九
十
頁
に
は
「
少

孔
子
十
三
歳
（
列
傳
）」「
或
説
三
十
三
歳
（
正
義
引
家
語
、
又
論
語
讒

疏
引
作
少
四
十
三
歳
）」
と
記
さ
れ
、
十
三
歳
、
三
十
三
歳
、
四
十
三
歳

若
い
と
い
う
説
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
有
若
の
字あ
ざ
なに

つ
い
て
は
、
岸
田

知
子
「『
論
語
』
に
お
け
る
名
と
字
と
諡
」
大
修
館
、
漢
文
教
室
一
九
七

号
を
参
照
。

（
２
） 

子
曰
、
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
。

（
３
） 

子
曰
、
苟
正
其
身
矣
、
於
從
政
乎
何
有
。
不
能
正
其
身
、
如
正
人
何
。

（
４
） 

学
而
第
一　

１
は
前
掲
。

２
有
子
曰
、
禮
之
用
和
為
貴
。
先
王
之
道
、
斯
為
美
、

小
大
由
之
。
有
所
不
行
、
知
和
而
和
、
不
以
禮
節
之
、

亦
不
可
行
也
。

３
有
子
曰
、
信
近
於
義
、
言
可
複
也
。
恭
近
於
禮
、
遠

恥
辱
也
。
因
不
失
其
親
、
亦
可
宗
也
。

（
５
） 
学
而
第
一　

１ 

曾
子
曰
、
吾
日
三
省
吾
身
─
為
人
謀
而
不
忠
乎
。
與

朋
友
交
而
不
信
乎
。
傳
不
習
乎
。

２
曾
子
曰
、
慎
終
、
追
遠
、
民
德
歸
厚
矣
。
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里
仁
第
四　

３ 

子
曰
、參
乎
。
吾
道
一
以
貫
之
。
曾
子
曰
、唯
。
子
出
。

門
人
問
曰
、
何
謂
也
。
曾
子
曰
、
夫
子
之
道
、
忠
恕

而
已
矣
。

泰
伯
第
八　

４ 

曾
子
有
疾
、召
門
弟
子
曰
、啓
予
足
。
啓
予
手
。
詩
云
、

『
戰
戰
兢
兢
、
如
臨
深
淵
、
如
履
薄
冰
。』
而
今
而
後
、

吾
知
免
夫
。
小
子
。

５
曾
子
有
疾
、
孟
敬
子
問
之
。
曾
子
言
曰
、
鳥
之
將
死
、

其
鳴
也
哀
。
人
之
將
死
、
其
言
也
善
。
君
子
所
貴
乎

道
者
三
、
動
容
貌
、
斯
遠
暴
慢
矣
。
正
顏
色
、
斯
近

信
笑
。
出
辭
氣
、
斯
遠
鄙
倍
矣
。
籩
豆
之
事
、
則
有

司
存
。

６
曾
子
曰
、
以
能
問
於
不
能
、
以
多
問
於
寡
、
有
若
無
、

實
若
處
、
犯
而
不
校
、
昔
者
吾
友
、
嘗
從
事
於
斯
矣
。

７
曾
子
曰
、
可
以
託
六
尺
之
孤
、
可
以
寄
百
里
之
命
、

臨
大
節
、
而
不
可
奪
也
、
君
子
人
與
君
子
人
也
。

８
曾
子
曰
、
士
、
不
可
以
不
弘
毅
、
任
重
而
道
遠
。
仁

以
為
己
任
、
不
亦
重
乎
、
死
而
後
已
、
不
亦
遠
乎
。

顏
淵
第
十
二　

９
曾
子
曰
、
君
子
以
文
會
友
。
以
友
輔
仁
。

憲
問
第
十
四　

10
曾
子
曰
、
君
子
思
不
出
其
位
。

子
張
第
十
八　

11
曾
子
曰
、
堂
堂
乎
張
也
。
難
與
並
為
仁
矣
。

12
曾
子
曰
、
吾
聞
諸
夫
子
、
人
未
有
自
致
者
也
必
也
、

親
喪
乎
。

13
曾
子
曰
、
吾
聞
諸
夫
子
、
孟
莊
子
之
孝
也
、
其
他
可

能
也
、
其
不
改
父
之
臣
與
父
之
政
、
是
難
能
也
。

14
孟
氏
使
陽
膚
為
士
師
、
問
於
曾
子
。
曾
子
曰
、
上
失

其
道
、
民
散
久
矣
。
如
得
其
情
、
則
哀
矜
而
勿
喜
。

（
６
） 

哀
公
問
於
有
若
曰
、
年
饑
、
用
不
足
、
如
之
何
。
有
若
對
曰
、
盍
徹
乎
。

曰
、
二
、
吾
猶
不
足
。
如
之
何
其
徹
也
。
對
曰
、
百
姓
足
、
君
孰
不
足
。

百
姓
不
足
、
君
孰
與
足
。

（
７
） 

た
だ
有
若
の
答
え
は
、
高
圧
的
な
も
の
い
い
の
よ
う
に
聞
こ
え
、
そ

れ
は
、
さ
き
に
み
た
「
上
を
犯
す
こ
と
を
好
ま
な
い
」
と
は
、
イ
メ
ー

ジ
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
８
） 『
論
語
』の
な
か
で
魯
の
定
公
の
話
は
二
つ
。
相
手
は
い
ず
れ
も
孔
子
。

哀
公
の
話
は
四
つ
。
そ
の
う
ち
孔
子
が
二
つ
、
宰
我
が
一
つ
、
有
若
が

一
つ
。

（
９
） 

加
地
伸
行
『
孝
経
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
○
○
七
、
同
『
孝
研
究 

：
儒
教
基
礎
論
』
研
文
出
版
、二
○
一
○
、加
地
伸
行
著
作
集
三
を
参
照
。

（
10
） 

子
曰
、君
子
之
事
親
孝
、故
忠
可
移
於
君
。
事
兄
悌
、故
順
可
移
於
長
。

（
11
） 

東
京
都
美
術
館
［
ほ
か
］
編
集
『
聖
徳
太
子
展
＝T

he Prince 

Shotoku exhibition

』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
二
○
○
一
。

（
12
） 
七
二
○
年
の
『
日
本
書
紀
』
に
初
出
。
成
立
は
推
古
天
皇
一
二
年
（
六

○
四
）
と
さ
れ
る
が
、
聖
徳
太
子
の
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
説

も
あ
る
。

（
13
） 「
七
、「
和
」
の
日
本
へ
の
影
響
」
で
論
ず
る
。
朱
子
の
『
論
語
集
注
』
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は
、「
禮
之
用
、
和
為
貴
（
禮
の
用
は
和
を
貴
し
と
為
す
）」
と
句
読
を

切
る
が
、
十
七
条
憲
法
の
時
点
で
は
、
こ
の
読
み
方
は
な
い
。

（
14
） 『
論
語
』
述
而
篇
、子
曰
、「
述
而
不
作
、信
而
好
古
、竊
比
於
我
老
彭
」。

（
15
） 
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
版
。
金
谷
治
氏
は
翻
訳
に
あ
た
っ
て
伝
統

的
な
読
み
方
を
重
視
し
て
い
る
。

（
16
） 

講
談
社
現
代
新
書
。

（
17
） 

紂
之
時
、
箕
子
不
用
、
犯
諫
不
怠
、
以
冀
其
聽
。

（
18
） 

貝
塚
茂
樹
訳
『
論
語
』
中
公
文
庫
、一
九
七
三
年
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、

「
有
」
を
「
友
」
の
意
味
で
読
ん
で
い
る
。
ま
た
「
遠
方
自よ

り
」
で
は
な

く
、「
遠
き
自よ

り
方な

ら

び
来
た
る
」
と
読
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、「
不
慍
」
は
、

う
ら
み
ず
、
で
は
な
く
、
古
注
に
従
い
、
い
か
ら
ず
、
と
読
ん
だ
。

（
19
） 

程
伊
川
の
説
と
し
て
『
論
語
集
注
』
に
み
え
る
。
前
掲
『
孔
子
辞
典
』

有
若
参
照
。

（
20
） 

前
掲
貝
塚
茂
樹
『
論
語
』。

（
21
） 

前
掲
『
孔
子
辞
典
』
有
若
参
照
。

（
22
） 

前
掲
貝
塚
茂
樹
『
論
語
』
二
二
頁
。
も
っ
と
も
貝
塚
は
、
そ
の
あ
と

有
若
の
こ
の
文
を
中
庸
の
理
論
と
結
び
つ
け
、「
形
而
上
学
的
な
体
系
の

上
に
発
想
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
23
） 

先
進
篇
に
「
政
事
、
冉
有
、
季
路
」
と
あ
り
、
冉
有
と
子
路
は
政
と

関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
子
路
は
「
季
氏
の
宰
（
公
冶
長
）」
と
な
っ
て

る
。『
史
記
』
の
仲
尼
弟
子
列
伝
、
清
、
朱
彝
尊
に
『
孔
子
弟
子
考
』、

苗
楓
『
孔
子
弟
子
資
料
滙
編
』
孔
子
文
化
大
全
編
集
部
、
一
九
九
一
年

に
弟
子
に
対
す
る
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

（
24
） 

こ
の
部
分
の
訓
読
は
、
武
内
義
雄
『
孝
経
・
曾
子
』
岩
波
文
庫
、
一

九
四
〇
年
に
よ
っ
た
。

（
25
） 

子
曰
、
君
子
之
事
上
也
、
進
思
盡
忠
、
退
思
補
過
、
將
順
其
美
、
匡

救
其
惡
、
故
上
下
能
相
親
也
。

（
26
） 

こ
の
部
分
の
訓
読
も
前
掲
『
孝
経
・
曾
子
』
に
よ
っ
た
。

（
27
） 

曾
子
曰
、
身
也
者
、
父
母
之
遺
體
也
。
行
父
母
之
遺
體
、
敢
不
敬
乎
。

居
處
不
莊
、
非
孝
也
。
事
君
不
忠
、
非
孝
也
。
蒞
官
不
敬
、
非
孝
也
。

朋
友
不
信
、
非
孝
也
。
戰
陳
無
勇
、
非
孝
也
。
五
者
不
遂
、
災
及
於
親
、

敢
不
敬
乎
。

（
28
） 

た
と
え
ば
『
戦
国
策
』
秦
二
で
説
か
れ
る
、
曾
参
の
母
が
曾
参
が
人

を
殺
し
た
と
い
う
噂
話
を
三
度
聞
い
て
逃
げ
出
し
た
、
と
い
う
も
の
は
、

曾
参
が
親
孝
行
で
あ
り
、
人
殺
し
な
ど
す
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
話

が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。

（
29
） 

家
永
三
郎
［
ほ
か
］
校
注
『
聖
徳
太
子
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
、

日
本
思
想
大
系
二
。
聖
徳
太
子
［
著
］、
家
永
三
郎
［
ほ
か
］
校
注
『
聖

徳
太
子
：
勝
鬘
経
義
疏
・
憲
法
十
七
条
・
他
一
篇
』
岩
波
書
店
、
一
九

九
一
、
原
典
日
本
仏
教
の
思
想
一
、
新
川
登
亀
男
著
『
上
宮
聖
徳
太
子

伝
補
闕
記
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
、
戊
午
叢
書
、
吉
村
武

彦
著
『
聖
徳
太
子
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
、
岩
波
新
書 

新
赤
版
、
七

六
九
、
新
川
登
亀
男
著
『
聖
徳
太
子
の
歴
史
学
：
記
憶
と
創
造
の
一
四

〇
〇
年
』、
講
談
社
、
二
〇
〇
七
、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
三
八
二
等
を
参

（ 18 ）



照
。

（
30
） 
前
掲
『
聖
徳
太
子
集
』、『
聖
徳
太
子
：
勝
鬘
経
義
疏
・
憲
法
十
七
条
・

他
一
篇
』
の
読
み
方
を
参
照
し
た
。

（
31
） 『
日
本
書
紀
』
は
日
本
の
歴
史
を
漢
文
で
記
し
た
書
籍
で
あ
り
、『
古

事
記
』
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
成
立
し
て
い
る
。『
古
事
記
』
が
日
本
語
で

記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
日
本
書
紀
』が
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

中
国
あ
る
い
は
朝
鮮
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
32
） 『
日
本
書
紀
』
と
『
隋
書
』
東
夷
伝
、
倭
国
に
み
え
る
。『
隋
書
』
の

も
の
は
並
び
方
が
異
な
る
。

（
33
） 

こ
の
部
分
を
含
む
儒
行
篇
の
一
節
は
「
儒
有
博
學
而
不
窮
、
篤
行
而

不
倦
。
幽
居
而
不
淫
、
上
通
而
不
困
。
禮
之
以
和
為
貴
。
忠
信
之
美
、

優
游
之
法
、
舉
賢
而
容
、
毀
方
而
瓦
合
。
其
寬
裕
有
如
此
者
」
で
あ
る
。

（ 19 ）


